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１　はじめに　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

（１）新たな自主財源確保の目的 

　平成 28 年の熊本・大分地震の影響から、被災者の支援や災害復旧、観光等

における風評被害対策等に投じた経費により、順調に積み立ててきた財政調整

基金から多く繰入れしたため、基金残高が大きく減少しました。 

　その後、令和２年７月豪雨災害をはじめ、令和４年９月台風１４号や令和５

年７月大雨災害、新型コロナウイルス感染症への対応、さらに高齢化社会の進

展等による社会保障関連経費の増加や公共施設の長寿命化に向けた改修費用な

どの歳出の増加により、収支バランスの確保は容易ではありませんでした。 

　また、普通建設事業では。これまでに給食センター、消防庁舎、本庁舎、庄

内公民館、湯布院複合施設の建設、防災行政無線整備事業等への大規模投資や

大分県域消防指令業務共同運用等の大型事業を行ってきましたが、今後も、新

環境センター整備に伴うごみ処理運送中継施設の整備が予定されています。 

　現状の本市経済を取り巻く環境を踏まえると、人口減少や少子高齢化の進行

に伴い市税、地方交付税などの歳入の伸び悩みと、投資的経費や人件費、社会

保障関連費などの歳出の増加が想定され、厳しい財政運営が見込まれる中で、

健全で持続可能な財政運営を確保して、多様化や複雑化する市民ニーズに対応

するためにも新たな財源確保が喫緊の課題です。 

　このことから、徹底的な見直しによる歳出の抑制と合わせ、魅力ある由布市

の創造に向けた持続可能な行財政運営を実施していくため、令和３年度の由布

市新たな財源検討委員会の報告及び第４次由布市行財政改革推進計画を踏ま

え、プロジェクトチームを設置するなどの全庁的な取り組みにより、自主財源

確保に向けた具体的実行計画を定めたものです。 
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（２）検討経過 

　　① 由布市新たな財源検討チーム会議 

　　　　第１回　　令和３年６月２５日（金） 

 　　　議題　・歳入確保方策 

  　　　（由布市の現状・取り組み方針） 

　　　　第２回　　令和３年８月４日（水） 

 　　　議題　・導入に向けた具体的取り組み 

  　　　（制度設計・スケジュール・課題の洗い出し） 

  第３回　　令和３年９月９日（木） 

 　　　議題　・新税・超過課税の導入について 

  　　 ・新規方策について 

　　　  第４回　　令和３年１０月６日（水） 

 　　　議題 ・方策の最終確認 

  　　　（令和３年度の取り組みとスケジュール） 

  　　・最終計画書「由布市財源確保実行計画（案）」について 

　　② 計画の決定 

       令和３年度第８回政策会議【令和３年１１月１７日（水）】 

    　 付議　　由布市財源確保実行計画（案） 

　　③ 計画の一部変更 

　　　　　　 令和５年３月　一部変更 

令和６年４月　一部変更 

令和７年４月　一部変更
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☆１．財源確保対策の方針 ☆２．本市を取り巻く財政状況

☆３．これまでの取り組み

☆４．取り組みの柱
≪新たな独自収入の創出≫（抜粋） ≪公有財産の有効活用≫ ≪税・料の徴収率向上対策≫
①入湯税の超過課税又は、法定外税である宿泊税の導入 ①公有財産の効果的な処分・活用の推進 ①庁内徴収対策会議による徴収率向上に資する
②ふるさと寄附金の充実 ・個別の未利用財産の現状及び課題分析    具体的施策の立案
③基金の一括運用による債券運用収益の向上 ・ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ市場調査等に基づく方向性検討
④協賛・スポンサーの募集 ・積極的な対外ＰＲによる処分、活用
⑤スポーツ施設等へのネーミングライツの導入 ②使用料・手数料の見直し 行財政改革推進本部＜庁内徴収対策会議＞
⑥重点事業等へのｸﾗｳﾄﾞﾌｧﾝﾃﾞｨﾝｸﾞの導入・活用 ・使用料、手数料の見直し基準策定 座　長：税務課
⑦有料広告掲載の推進(HP・公用車・市報等刊行物) ・コスト等に基づく使用料の試算・改定 構成課：徴収所管課

☆５．推進体制

○事例等の調査・研究 ○公有財産利活用の方向性検討
○新たな独自財源確保策の検討 ○施設使用料改定の検討
○取り組みの進捗管理 ○利活用方針の決定（進捗管理）

◆財源確保対策の概要◆

○自主財源確保策の決定

①税・料の収納率向上（差押えの強化、住宅管理代行業務委託）
②遊休資産の貸付・売却
③ふるさと納税（ふるさと納税ポータルサイトの拡充）
④企業版ふるさと納税
⑤有料広告掲載(HP・ﾕｰﾊﾞｽ時刻表)

◆「新たな財源検討委員会(H30～R1)」の報告を踏まえた取り組み強化

◆「第４次行財政改革推進計画」に基づく個別テーマの具体的取り組み

財産所管課
市場性等の把握

関係課 由布市新たな財源検討チーム会
議（関係課で構成） 由布市公有財産管理委員会

政策会議

厳しい財政状況の中、『地域自治を大切にした住み良さ日本一のまち』の実現に向
け、徹底的な歳出の削減と自主財源の確保の両面において、これまで以上の取り組
みが必要

 ⇒   職員の意識の醸成や継続した全庁的な取り組みにより
     自主財源確保の着実な推進を図る!!

・新型コロナウイルス感染症の影響による市税等の減収
・令和２年７月豪雨災害の早期復旧・復興に向けた予算の確保
・ウィズ・アフターコロナ社会を見据えた地方創生の取り組み
・社会保障関係費、公共施設の改修・更新費用の増大
・財源不足を補う財政調整基金の取り崩しによる基金残高の逓次減少

サウンディング調査
（民間事業者の意見･提案）参画

付議

参画
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4月～ 7月～ 10月～ 1月～ 4月～ 7月～ 10月～ 1月～ 4月～ 7月～ 10月～ 1月～ 4月～ 7月～ 10月～ 1月～ 4月～ 7月～ 10月～ 1月～

歳入確保の方策 1 市税収入の確保

分野 1 新税の導入（宿泊税）

所管課 財源改革推進課 税務課

方策の概要（実施概要）

現状と実施に向けた課題
【現状】

【課題】

課題解決に向けた関係課： 新たな財源検討チームを構成する課

今後の取り組み内容

財政効果額： 令和６年度宿泊者数×100円～200円　139,545千円～279,091千円（参考）令和７年度入湯税超過見込額：75,768千円

具体的取り組み内容

実施内容

令和７年度の取り組み

調査・研究（説明会含む） 関係課、事業者、観光客
市役所の関係課をはじめ、事業者及び観光客にアンケート等を行う。宿泊税の手引きやパンフ
レット（観光客への説明用）の作成、事業者の徴収システム改修補助や納税環境を整備（納税
方法等）する。

大分県へ適宜情報共有を行い、総務省へ必要に応じて事前協議や申請事務を行う。

別府市と適宜情報共有を行うとともに、先進自治体視察研修等を実施する。

実施項目のスケジュール

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

安定した自主財源の確保策として、新税（法定外税）は全国的に導入、検討が行われている。
　由布市では平成３０年度に「新たな財源検討委員会」を設置し、観光の振興に資する財源確保の方策について協議を行ったなかで、他市町村の実施状況を
検証した結果、法定外税を導入する場合は技術的な面で難しい部分はあるが、宿泊税の検討は進めるべきとの意見をいただいた。　　　　なお、宿泊税は観
光客に負担を求めるものであるため、使途の透明性を図るということから基金等により運用することが望ましいと思われる。また、安易に現行の事業及びそ
の延長線上にある事業に充てることは避けるべきと考えられているため、使途については優先順位や効果的な使い方を公正に協議する組織（検討会等）を立
ち上げることが望ましい。

「新たな財源検討委員会」の答申を受けて、由布市として入湯税の超過課税を令和６年１０月から導入することになったため、以後、由布市入湯税の超過課
税の使途に関する審議会で審議を行っている状況。

宿泊税について、外部を含めた導入議論には至っていない状況であり、入湯税を課している宿泊者にとっては超過課税及び宿泊税の二重の負担に可能性があ
る。また、徴収時における事業者の負担が増えることも想定されるため、十分趣旨を理解していただくような周知やシステムの改修等の対策が必要。
・未納対策の徹底、違法民泊対策等を行い、特別徴収義務者（宿泊業者等）の理解を得る必要がある。
・検討会の構成や協議開始の時期について、県及び別府市の動向を注視しつつ関係団体等の意見を徴し決定する必要がある。

実施項目 対象

検討会等 関係団体 関係団体の意見や協力を得て、時期を調整して検討会組織を立ち上げる。

準備・施行 関係課、各関係団体 市役所の関係課による会議や情報共有等を行い、関係団体等にも情報共有等を行う。

県報告・総務省協議 県、総務省

実施項目

検討会等

準備・施行

調査・研究（説明会含む）

県報告・総務省協議

検討会を発足し、具体的な税額や使途の案を作成するとともに、新財源を入湯税の超過課税によるものとするか、宿泊税の新設によるものとするか、徴収対
象や予算規模等も含め協議を行い、新財源の体系を決定することが重要。
　また、宿泊事業者や必要に応じて観光客へのアンケート調査等も実施して、事業者を含めた説明会等を実施する可能性もある。
　新税導入後、翌年度の予算編成に向け、協議により決定した使途の優先順位を基に予算配分等を行なう。
　実施した事業については毎年度検証を行う。
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4月～ 7月～ 10月～ 1月～ 4月～ 7月～ 10月～ 1月～ 4月～ 7月～ 10月～ 1月～ 4月～ 7月～ 10月～ 1月～ 4月～ 7月～ 10月～ 1月～

歳入確保の方策 1 市税収入の確保

分野 2 超過課税（入湯税）

所管課 財源改革推進課 税務課

方策の概要（実施概要）

現状と実施に向けた課題
【現状】

【課題】

課題解決に向けた関係課： 新たな財源検討チームを構成する課

今後の取り組み内容

財政効果額： 令和７年度見込額：75,768千円（令和６年度実績額：31,927千円）

具体的取り組み内容

実施内容

令和７年度の取り組み

実施項目のスケジュール

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

 由布市では平成３０年度に「新たな財源検討委員会」を設置し、観光の振興に資する財源確保の方策について協議を行った結果、入湯税の超過課税が望ま
しいとの意見をいただいている。
 なお、入湯税の超過課税は観光客に負担を求めるものであるため、使途の透明性を図るということから、超過分を基金等により運用している自治体が多く
なっている。また、安易に現行の事業及びその延長線上にある事業に充てることは避けるべきと考えられているため、使途については優先順位や効果的な使
い方を公正に協議する審議会を立ち上げて審議を行っている。

「新たな財源検討委員会」の答申を受けて、由布市として入湯税の超過課税を令和６年１０月から導入することになったため、以後、由布市入湯税の超過課
税の使途に関する審議会で使途決定までの過程をはじめ、活用事業などについて審議を行っている状況。

・行政サービスを受益している日帰り客、温泉を有しない施設の宿泊者への負担の問題がある。
・観光客離れに繋がることのないよう、十分趣旨を理解していただく対策が必要（ＨＰなど）。
・未納対策の徹底、違法民泊対策を行い、特別徴収義務者（宿泊業者等）の理解を得る必要がある。

実施項目 対象

資料収集・内部協議 関係課、関係団体、 市役所の関係課による会議や情報共有等を行い、関係団体等にも情報共有等を行う。

審議会設立・協議・議会上程 各関係団体、市議会 関係団体の意見、協力を得て、審議会組織を立ち上げ、市議会へ関連条例を上程。

超過課税開始（条例施行） 事業者、宿泊者 関連条例の施行に伴い、事業者等へ周知を行う。

使途決定・検証 審議会、関係課 使途決定及び検証のため、年２回程度審議会を開催する。

実施項目

資料収集・内部協議

審議会設立・協議・議会上程

超過課税開始（条例施行）

使途決定・検証

審議会で具体的な使途の案を作成するとともに、新財源を入湯税の超過課税によるものとするか、宿泊税の新設によるものとするか、徴収対象及び予算規模
等も含め協議を行い、新財源の体系を決定する。
 超過課税実施後、翌年度の予算編成に向け、協議により決定した使途の優先順位を基に予算配分等を行なう。
 実施した事業については毎年度検証を行う。
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4月～ 7月～ 10月～ 1月～ 4月～ 7月～ 10月～ 1月～ 4月～ 7月～ 10月～ 1月～ 4月～ 7月～ 10月～ 1月～ 4月～ 7月～ 10月～ 1月～

施行

歳入確保の方策 2 受益者負担の見直し

分野 1 使用料及び手数料の改定

所管課 財源改革推進課

方策の概要（実施概要）

現状と実施に向けた課題
【現状】

【課題】

課題解決に向けた関係課： 施設所管課

今後の取り組み内容

財政効果額： 今後算定予定

具体的取り組み内容

実施内容

令和７年度の取り組み

算定シート（ひな形）を提示し、各所管課において、利用状況やコスト、施設規模、用途など
を勘案して改定案を作成
財源改革推進課において、算定シート（ひな形）を提示し、各所管課へ説明した後、方針案に
基づき、改定案を作成・確認

実施項目のスケジュール

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

使用料については、市民、利用者の受益と負担の適正化の観点から、各施設の設置目的や利用実態などを勘案しつつ、①施設の用途・分類によって負担割合
を設定すること、②近隣自治体や民間施設との比較・調整すること、③算定方法を明確にすること等を踏まえ、公平性のある使用料を設定するための算定基
準（使用料設定の目安）の策定を行う。
 その後、算定基準に則り、施設所管課において、近隣自治体等の類似施設の事例、バランスも考慮しつつ、施設維持管理経費も踏まえた使用料改正案を作
成し、適正な使用料金の改正をめざす。

・施設使用料等については、３町合併以後、消費税の転嫁以外に見直しがされていない。
・見直し基準が存在せず、どのような基準に基づき設定されているかも不明瞭な状況。

・「使用料および手数料の見直し基準」等に基づく算出基準の明確化。
・利用者への影響を考慮した物価上昇率などの激変緩和措置等を設ける必要性。
・老朽化施設について、改修をせず使用料のみを引き上げることの妥当性。

実施項目 対象

「使用料および手数料の見
直し基準」の策定

財政課              
公有財産管理委員会

「使用料および手数料の見直し基準（案）」を策定し、由布市公有財産管理委員会で審議・決
定

「公共施設における使用料
見直し方針(案)」作成

財源改革推進課          
施設所管課

使用料改定（案）の審議 公有財産管理委員会 由布市公有財産管理委員会において、各所管課で作成・確認された使用料改定（案）を審議

条例改正及び周知・施行 市議会・市民等 令和７年第４回由布市議会へ議案提出し、議決後、市ＨＰや市報等で周知

実施項目

「使用料および手数料の見直し
基準」の策定・更新
「公共施設における使用料の見
直し(案)」作成

使用料改定（案）の審議

条例改正及び周知・施行

令和元年度に開催された「新たな財源検討委員会」の報告内容を踏まえ、令和４年３月までに、「使用料および手数料の見直し基準」を策定した。
その後、施設コストや受益者負担割合、用途などを勘案した『公共施設における使用料の見直し方針(案)』を施設所管課へ示して、公有財産管理委員会にお
いて審議する。
 施設使用料の改正（施行）時期は、令和８年４月１日を目標とする。
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4月～ 7月～ 10月～ 1月～ 4月～ 7月～ 10月～ 1月～ 4月～ 7月～ 10月～ 1月～ 4月～ 7月～ 10月～ 1月～ 4月～ 7月～ 10月～ 1月～

歳入確保の方策 3 財産の利活用

分野 1 公有財産の有効活用（売却・貸付等）

所管課 財源改革推進課 財政課

方策の概要（実施概要）

現状と実施に向けた課題
【現状】

【課題】

課題解決に向けた関係課： 財産所管課、財政課

今後の取り組み内容

財政効果額： 令和６年度効果額：44,271千円（令和５年度効果額：10,784千円）

具体的取り組み内容

実施内容

令和７年度の取り組み

実施項目のスケジュール

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

行政財産については、事業計画や財政的な事情から、本来の利用に供されていないまま所有・管理しているものが存在する。
 また、普通財産についても、利用計画が定まらず所有・管理している土地・建物や、諸事情により解体せず所有している建物等が存在する。
 市有財産は「市民共有の財産」であることから、市が公共の福祉のために利用することが最も望ましいことではあるが、行政目的を喪失し、将来的な利活
用計画が定められていない未利用財産については、維持管理費の節減や自主財源確保の観点から、個々の財産について、行政上の将来的な必要性を総合的に
検討し、積極的な利活用及び処分を進めていく。

・公有財産の中には、行政財産等の用途廃止後、利活用方法が確定しておらず、数年にわたり未利用となっている。
・所管課個々では、有効な活用策を見いだせない状況。

・民間を含めた積極的な利活用が求められる。
・老朽化した建物の除却に、多額の解体費用を要する。
・土地の立地条件、不整形や狭小等の形状、接道要件等の特性により、売却が見込めない物件も多数存在する。

実施項目 対象

物件一覧カタログ作成 県、企業、市民等 未利用財産一覧をカタログ化、公式ＨＰに掲載

物件一覧カタログ更新
財産所有課                 

公有財産管理委員会
新規物件等、随時カタログの更新

広報活動、売却・貸付 県、企業、市民等 マッチングに向けた広報、財産所管課において売却・貸付手続き

実施項目

物件一覧カタログ作成

物件一覧カタログ更新

広報、売却・貸付、更新

財産所管課において、未利用財産の現状把握に向けた「物件調書」を作成し、公有財産管理委員会において利活用方針を検討・決定し、政策会議に報告す
る。
 地価の動向や立地条件等を踏まえ売却方針となったものは、境界確認等の条件整備を行い、随時、一般競争入札を実施する。また、貸し付けが有効な財産
は、個々の財産の特性に応じた中長期の貸し付けを行う。
 売却、貸し付けの促進に向けては、ニーズとマッチする効果的な広報活動が重要であることから、対象物件を掲載したカタログを作成し、県への情報提供
や企業等へのＰＲ、サウンディング型市場調査等に活用するとともに、市ホームページ等で対象財産を公表するなど広報を充実させる。
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歳入確保の方策 3 財産の利活用

分野 2 行政財産の目的外使用（自動販売機の設置にかかる価格競争の導入）

所管課 財政課

方策の概要（実施概要）

現状と実施に向けた課題
【現状】

【課題】

課題解決に向けた関係課： 施設所管課

今後の取り組み内容

財政効果額：

具体的取り組み内容

実施内容

令和７年度の取り組み

実施項目のスケジュール

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

　由布市では、市民サービス向上のため、各庁舎をはじめ公共施設に飲料水自動販売機を設置している。
　今後、その設置者を選定するにあたっては、より効果的な財源の確保を図るとともに、選定手続きの公平性や透明性を高めるため、一般競争入札または公
募型見積合わせを導入する。

・設置希望者からの申請を受け、行政財産の目的外使用を許可。
・すべて有償により、３４施設に６４台設置。
・使用料の算定は「由布市使用料及び手数料条例」を基に算定。
・令和２年度収入：1,535千円（財産貸付　123千円、雑入　1,412千円）

・既存自販機の設置の経緯や関係書類の把握。
・最低月額（年額）貸付料の算出。

実施項目 対象

実施項目

収益の出ない自販機が多く、入札を実施することで自販機が撤退し、市民サービスの低下につながる可能性がある。ま
た、前年度比で収益は横ばいになっており、これ以上の収益が見込めないため、財源確保にはつながらないと判断し、本
計画の取り組みは終了とする。
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4月～ 7月～ 10月～ 1月～ 4月～ 7月～ 10月～ 1月～ 4月～ 7月～ 10月～ 1月～ 4月～ 7月～ 10月～ 1月～ 4月～ 7月～ 10月～ 1月～

歳入確保の方策 3 財産の利活用

分野 3 ネーミングライツの導入（広告媒体：公共施設）

所管課 財源改革推進課

方策の概要（実施概要）

現状と実施に向けた課題
【現状】

【課題】

課題解決に向けた関係課： 施設所管課等、財政課

今後の取り組み内容

財政効果額： 年間１５０万円／２件

具体的取り組み内容

実施内容

令和７年度の取り組み

各課へ対象となる候補施設を照会し、由布市公有財産管理委員会で選定

公式ＨＰの作成、企業等へ広報

実施項目のスケジュール

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

市の自主財源の確保および市が保有する施設等の魅力を高めることによる利用者便益の向上、また企業の地域貢献の機会拡大等を目的に、ネーミングライ
ツ・パートナー（命名権者）との協定により、市有施設及び事業の名称に企業名等を冠した愛称を付与する代わりに、その対価を得て施設の管理運営に役立
てるネーミングライツを導入する。

・令和３年度より導入。特定募集型方式で実施し、令和６年度まで２件の実績。

・企業にとって魅力ある施設（事業）の選定やメリット、適正な命名権料の設定。
・募集を広く周知するための広報。
・施設利用者である市民等への十分な周知。

実施項目 対象

特定募集型方式 企業等 募集概要や応募方法等を記載した募集要項作成後、募集を開始

提案募集型方式 企業等

優先交渉権者決定・命名権
者及び新名称決定

広告審査委員会            
政策会議

選考委員会となる由布市広告審査委員会で優先交渉権者を選定し、由布市政策会議で命名権者
及び新名称決定

実施項目

特定募集型方式

提案募集型方式
優先交渉権者選定・命名権者及
び新名称決定

・特定募集型方式
 募集については、募集概要や応募方法等を記載した募集要項を作成後、ネーミングライツ・パートナーの募集を開始する。                  
・特定募集型方式
 公式ＨＰにより、広くパートナー募集をおこなう。                                                                                                                                                                                           
・選考については、由布市広告審査委員会にて優先交渉権者を選定し、政策会議においてネーミングライツ・パートナー及び新名称を最終決定する。
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4月～ 7月～ 10月～ 1月～ 4月～ 7月～ 10月～ 1月～ 4月～ 7月～ 10月～ 1月～ 4月～ 7月～ 10月～ 1月～ 4月～ 7月～ 10月～ 1月～

歳入確保の方策 4 寄附金収入の確保

分野 1 みらいふるさと寄附金の充実

所管課 財源改革推進課

方策の概要（実施概要）

現状と実施に向けた課題
【現状】

【課題】

課題解決に向けた関係課：

今後の取り組み内容

財政効果額： 令和６年度寄附実績額：1,023,180千円【次年度以降も堅調に寄付額の増収を企図】

具体的取り組み内容

実施内容

令和７年度の取り組み

PR戦略等により、宿泊補助券を中心とした宿泊返礼品への寄附増収を企図

市が事業者になって、宿泊補助券の取り扱いを行っていないサイトで取り扱う。

返礼品開発担当職員とポータルサイト運営事業者を中心とした返礼品開発

タクシー補助券や市政20周年記念返礼品など、新規返礼品を開発する。

ポータルサイト事業者などと協力の上、サムネイルの変更をはじめとした各種取り組みを行う。

中間事業者等と協力して、トレンドなどを情報共有して返礼品を強化する。

実施項目のスケジュール

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

ふるさと納税は、現在ほとんどの自治体が寄附の募集を行っており、貴重な財源となっている。
ふるさと納税の増収を企図するため、主要サイトの増設、新規返礼品の開発、既存の返礼品のブラッシュアップ（写真の工夫、内容量の見直し等）など、各
種方策を行う。

令和3年度より4大サイトの導入を進めており、令和6年度末には14のサイトを導入している。寄付額も通常寄附、災害支援、クラウドファンディングを含め
て初めて10億円を突破して県内順位が第4位になった。

由布市の寄附額に占める割合としては、宿泊系の返礼品への寄附が約8割と非常に多く占めていることから、宿泊施設の物理的キャパシティーが課題となっ
ている。今後は、寄付額の伸びが大きくなることは考えにくいため、増収に向けた方策が必要となる。

実施項目 対象

宿泊補助券のPR 市内宿泊施設

新規返礼品開発 新規返礼品

既存返礼品のブラッシュアップ 既存返礼品

サイトの増設・更新
ふるさと納税     
ポータルサイト

寄付額増加につながるサイトの見直しを行い、必要に応じて廃止や新規契約を行う。

実施項目

宿泊補助券のPR

新規返礼品開発

既存返礼品のブラッシュアップ

サイトの増設・更新

宿泊系返礼品は、まちづくり観光局発行の宿泊補助券や、ＪＴＢなど各社の旅行クーポン、市内各旅館の個別の宿泊券で構成されており、特に、まちづくり
観光局発行の宿泊補助券は、寄附額ベースで約2億円となっている。ただし、上記で指摘した通り、宿泊施設の物理的キャパシティーは限られていることか
ら、①宿泊補助券の加盟旅館を増やしたり、②市が事業者となって、宿泊補助券を取り扱っていないサイト（さとふる）で取り扱う、さらにはタクシー補助
券や宿泊系以外の返礼品といった③返礼品の開発（令和7年7月時点で返礼品数は1,557）④効果的な広告など考えられる。
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4月～ 7月～ 10月～ 1月～ 4月～ 7月～ 10月～ 1月～ 4月～ 7月～ 10月～ 1月～ 4月～ 7月～ 10月～ 1月～ 4月～ 7月～ 10月～ 1月～

歳入確保の方策 4 寄附金収入の確保

分野 2 企業版ふるさと納税の推進

所管課 財源改革推進課

方策の概要（実施概要）

現状と実施に向けた課題
【現状】

【課題】

課題解決に向けた関係課： 企業と協定や事業的なつながりのある関係課

今後の取り組み内容

財政効果額： 令和６年度寄附実績額：10,700千円（現金寄附）、12,235千円（物納寄附）

具体的取り組み内容

実施内容

令和７年度の取り組み

寄附の可能性がある企業があるかの情報収集を行う。

企業が集まるふるさと納税の会合などで情報共有を行う（11月予定)

委託事業者が寄附の募集を行う。

中間事業者をはじめとした大都市圏内の支店訪問

実施項目のスケジュール

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

企業版ふるさと納税は、企業が自治体へ行う寄附制度であり、本社が当該自治体に所在しない企業からの寄附の場合、国税及び地方税を合わせて、最大で寄
附額の9割が控除されるというもの。自治体が国の認定を受けた地域再生計画に合致する事業に対し､100,000円以上の寄附を行うことが要件となる。
この制度を以て、事業の実施財源として活用することを企図する。

由布市における過去の実績としては、令和５年７月豪雨災害を契機として、東京の建設株式会社より、100万円の寄付、令和3年に県内自治体に10万円を寄附
した福岡市の企業があった。令和4年度は、モバイル建築協会との連携協定に基づき、一条工務店より、モバイル住宅の現物寄附と20万の現金寄附があっ
た。令和5年度は600万、令和6年度は1,070万のそれぞれ現金寄附があった。現物給付の実績も増えている。

企業版ふるさと納税については、税の控除特例があるものの、個人版のふるさと納税と違い、返礼品等の利益提供は禁止されていること、寄附額の10％は企
業の実質の支出となることなどの要因により、トップセールスによる売込みや、もともと付き合いのある企業からでないと寄附に繋がりにくい。国が主宰す
るマッチングサイトもあるが、マッチングサイト以前に企業が自治体への興味を持っていないと寄附に繋がらない実態がある。

実施項目 対象

企業版ふるさと納税 関係課

企業版ふるさと納税 委託事業者

実施項目

寄附企業の情報収集

委託事業者による営業

令和4年度より中間事業者と契約しており、令和6年度末で金融機関1社、自治体系情報コンサル1社の2社と契約をしている。令和7年度は、地元金融機関1社
と契約しており、寄付額増加に向けて、中間事業者をはじめとした大都市圏内の支店訪問や企業が集まる会合などで情報共有を行うなど、取り組みを推進し
ていく。
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4月～ 7月～ 10月～ 1月～ 4月～ 7月～ 10月～ 1月～ 4月～ 7月～ 10月～ 1月～ 4月～ 7月～ 10月～ 1月～ 4月～ 7月～ 10月～ 1月～

歳入確保の方策 4 寄附金収入の確保

分野 3 クラウドファンディングの活用

所管課 総合政策課、財政課、財源改革推進課、クラウドファンディングを募集する事業を有する課

方策の概要（実施概要）

現状と実施に向けた課題
【現状】

【課題】

課題解決に向けた関係課： 総合政策課、財政課、財源改革推進課、クラウドファンディングを募集する事業を有する課

今後の取り組み内容

財政効果額： 寄附を受領した事業にかかる事業額の全部又は一部

具体的取り組み内容

実施内容

令和７年度の取り組み

実施項目のスケジュール

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

クラウドファンディングを活用することにより、各種事業の実施の財政的安定性を企図する。
クラウドファンディングには、①寄附の目的を特定の事業に特化させたふるさと納税の枠組みで行う場合（ガバメントクラウドファンディング）と、②ふる
さと納税ではない一般的なクラウドファンディング枠組みに大別されるが、②については、寄附に対する対価の種類（リターン型、購入型など）や、成立条
件（目標額を達成しないと成立しないAll-or-Nothing型 ,目標額に達しなくても成立するAll in型）などの組み合わせで様々な手法がある。

本計画の策定後、クラウドファンディングを行った事例としては、ふるさと納税の枠組みを使って、返礼品ありのクラウドファンディングを公民館設置のグ
ランドピアノ購入について行った。

上記のふるさと納税型返礼品ありのクラウドファンディングについては、寄付が集まりやすい反面、市全体として本来寄附される見込み総額の一定割合を当
該クラウドファンディングで先食いしているという可能性もあること、市の財政が厳しい中、どの課のどの事業を同じ形式で行うかの選別が今後問われるこ
とになるなどの課題があると思われる。このことから、通常の返礼品を行わないクラウドファンディング（例：祭りに関するクラウドファンディングで、祭
りの参加券やノベルティの付与など）の検討や、実施主体としても、民間団体のイベントへ市が補助を行う場合などにおいて、当該民間団体が主体的に行う
クラウドファンディングの検討も行うべきではないかと思われる。

実施項目 対象

クラウドファンディング 全課
クラウドファンディングに関するマニュアル整備、概算要求・予算査定での検討、各課発意に
よるクラウドファンディングの実施検討

実施項目

クラウドファンディング
の導入推進（制度周知・検

これまでは、概算要求、当初予算要求等で各課の事業においてクラウドファンディングの導入の可能性について各課へ投げかけてきたが、クラウドファン
ディング制度の職員認知が未だ低いとうこともあり、積極的な利用には至っていない。手法のパターンに応じたフロー、手続き、留意点をまとめたマニュア
ル等を作成し、職員認知を図り、各課の発意によるクラウドファンディングを推進することが必要と思われる。
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4月～ 7月～ 10月～ 1月～ 4月～ 7月～ 10月～ 1月～ 4月～ 7月～ 10月～ 1月～ 4月～ 7月～ 10月～ 1月～ 4月～ 7月～ 10月～ 1月～

歳入確保の方策 5 その他歳入の確保

分野 1 基金の一括運用

所管課 会計課

方策の概要（実施概要）

現状と実施に向けた課題
【現状】

【課題】

課題解決に向けた関係課： 総務課、財政課

今後の取り組み内容

財政効果額： 例：短期（２年）国債を額面１億円で新規購入した場合、利息９０万円／年（９月時点の利率クーポン0.9％）、２年で１８０万円の利息受け取り

具体的取り組み内容

実施内容

令和７年度の取り組み

購入の可否について検討

国債金利動向等調査

実施項目のスケジュール

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

R4.11月 R5.11月 R6.12月 R7.11月 R7.11月

R5.10月

R6.12月

R6.12月

    本市では、財政運営に寄与できる効率的な資金運用を図るため、銀行預金による資金運用とは別に、令和３年２月から債券（国債）購入を開始した。この
債券は、定められた利率による利金を毎年受け取ることができ、満期時には額面金額が全額返済されるものとなる。
 本市には19の基金があるが、15の基金を資金運用のため令和６年度から一括運用とし、その約６８億円の内訳は定期預金２億円、普通預金約３6億円、債
権３０億円である。債権の金利は1.2～1.5%で、多額の公金を銀行に預金するより金融機関破綻とは無関係の国債を購入することにより、安定した運用益の
確保となっている。

保有債券状況は下記の通り。利息収入については全額、一般会計および特別会計の歳入として処理。
[２０年利付国債]額面金額 ６億円：３銘柄、利率1.5％、償還年：令和25年  利息   900万円／年
[３０年利付国債]額面金額２１億円：３銘柄、利率1.2％、償還年：令和35年  利息2,520万円／年
[３０年利付国債]額面金額 ３億円：１銘柄、利率1.3％、償還年：令和34年  利息   390万円／年

・国債金利動向等調査（随時）
・定期預金の見直し及び新規国債購入の検討
・公金運用委員会にて公金運用方針の協議

実施項目 対象

債権運用 短期国債購入

実施項目

公金運用委員会開催

国債購入（２０年銘柄）

国債購入（３０年銘柄）

基金の一括運用

わが国ではゼロ金利政策から脱却し、政策金利の引き上げを段階的に行っている。それにより超長期金利が上昇し（９月時点で２０国債銘柄：利率クーポン
2.5％、30年国債銘柄：利率クーポン2.8％）、超長期国債の価格が下落している状況である。
債券の運用は、買い付けより保有する債権をどう運用するのか、売り時を間違えれば、損失を招くことになり、今後の職員の育成や証券会社との勉強会が重
要となってくる。
また、令和３～５年に提出した今後の取り組みとして、「5年～１０年後は基本パターンとして、毎年２～３億円ずつ売却すると同時に２～３億円ずつ購入
していく」とあるが、その条件である「購入価格よりも販売価格が高い(利回りが低い)こと」が現在のような高金利時では当てはまらないため、実行が難し
い状況である。
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4月～ 7月～ 10月～ 1月～ 4月～ 7月～ 10月～ 1月～ 4月～ 7月～ 10月～ 1月～ 4月～ 7月～ 10月～ 1月～ 4月～ 7月～ 10月～ 1月～

歳入確保の方策 5 その他歳入の確保

分野 2-① 広告収入（由布市公式ホームページ・ユーバス時刻表）

所管課 総務課 総合政策課

方策の概要（実施概要）

現状と実施に向けた課題
【現状】

【課題】

課題解決に向けた関係課： 総務課、総合政策課

今後の取り組み内容

財政効果額：

具体的取り組み内容

実施内容

令和７年度の取り組み

実施項目のスケジュール

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

財源確保の方策として、行政庁が広告収入を得ることは一般化しており、現在由布市においても各媒体を利用して行われている。
これまでの間、総務課所管の「由布市公式ホームページ」、総合政策課所管の「ユーバス時刻表」について取り組みを行ってきた。

■由布市公式ホームページ
バナー広告として、各種ページの下段に表示（6枠中４枠掲載）
■ユーバス時刻表
「ユーバス時刻表」への広告掲載については、３地域ごとの時刻表であり、掲載事業者としては、交通事業者、病院、スーパーが主体である。

■由布市公式ホームページ
情報の発信・受信方法が多様化しており、近年ホームページのアクセス数が減少傾向にある。また表示枠も小さいため広告としての魅力が薄い。
■ユーバス時刻表
「ユーバス時刻表」への広告掲載数は、令和７年度において、1枠1万円の掲載枠が22枠となっているが、基本的に時刻表の余白を利用した枠となっているた

実施項目 対象

ホームページ
バナー広告の募集

市内外の企業 バナー広告表示変更等を含め企業に広報

ユーバス時刻表
時刻表サイズ、デザイン、文
字サイズなど検討

挾間・庄内・湯布院３地域
のユーバス時刻表

広告掲載枠の維持増加に努める

実施項目

HP：バナー広告の募集
広告掲載枠の維持増加に努め
る

■由布市公式ホームページ
バナー広告の位置、範囲も含め検討する。現在広告を掲載している企業の継続及び新規広告の掲載ができるよう、企業等に向け広報を実施。
■ユーバス時刻表
「ユーバス時刻表」については、現状の掲載枠の水準を下回らないよう、また掲載枠の範囲で可能な限り掲載事業者を増やすように市内事業者へ働きかけを
行う。
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4月～ 7月～ 10月～ 1月～ 4月～ 7月～ 10月～ 1月～ 4月～ 7月～ 10月～ 1月～ 4月～ 7月～ 10月～ 1月～ 4月～ 7月～ 10月～ 1月～

10月～12月 10月～12月

12月～3月 12月～3月

歳入確保の方策 5 その他歳入の確保

分野 2-② 広告収入（ゴミ分別辞典の広告）

所管課 環境課

方策の概要（実施概要）

現状と実施に向けた課題
【現状】

【課題】

課題解決に向けた関係課：

今後の取り組み内容

財政効果額：

具体的取り組み内容

実施内容

令和７年度の取り組み

実施項目のスケジュール

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度

R7.10月～R8.12月 R7.10月～R8.12月

R8.4月～R8.３月 R8.4月～R8.３月

「由布市版」のごみ分別辞典を全世帯へ配布する。その費用を民間事業者と協働し企業等の広告収入にて作成する。

ごみ分別辞典の冊子約14,000部の作成費用を民間事業者と協働し企業等の広告収入にて作成する。

令和５年度に作成済。次回令和８年度に同様の方法により作成予定。

実施項目 対象

仕様書の作成
（令和７～８年度）

環境課 仕様書の作成

分別辞典の内容の協議
（令和７～８年度）

環境課 大分市の新環境センターの供用開始に合わせた形での内容の協議

協働事業者の募集
（令和８年度）

環境課 協働事業者を募集する。

企業広告の募集と審査
及び作成（令和８年
度）

環境課 企業広告の募集と審査を行う。

実施項目

仕様書の作成

分別辞典の内容の協議

協働事業者の募集

企業広告の募集と
審査及び作成

①仕様書の作成。
②分別辞典の内容の協議
③協働事業者の募集
④上記広告掲載基準等に合致した企業広告の募集と審査及び作成
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4月～ 7月～ 10月～ 1月～ 4月～ 7月～ 10月～ 1月～ 4月～ 7月～ 10月～ 1月～ 4月～ 7月～ 10月～ 1月～ 4月～ 7月～ 10月～ 1月～

9月 9月 9月 9月 9月

10月中 10月中 10月中 10月中 10月中

11月中 11月中 11月中 11月中 11月中

12月中 12月中 12月中 12月中 12月中

歳入確保の方策 5 その他歳入の確保

分野 2-③ 広告収入（由布市指定ごみ袋への広告掲載）

所管課 環境課

方策の概要（実施概要）

現状と実施に向けた課題
【現状】

【課題】

課題解決に向けた関係課：

今後の取り組み内容

財政効果額：

具体的取り組み内容
実施内容

令和７年度の取り組み

実施項目のスケジュール

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度

由布市指定ごみ袋に余白部分を確保し、広告を載せることで財源を確保する。

現状の指定ごみ袋の仕様では印刷スペースがなく、どの程度の広告が掲載可能か不明。

印刷スペースの確保及び製造会社が対応可能かの確認。

実施項目 対象

広告レイアウトの検討 ゴミ袋製造会社 ごみ袋のレイアウトの変更及び広告掲載スペースについて協議を行う。

広告掲載基準、
広告料等の検討

環境課
他市の状況を参考に、広告料、広告掲載基準を検討し、広告掲載を
希望しそうな企業と協議を行う。

要綱作成 環境課 各検討結果をもとに、事業の要綱を作成する。

広告募集 環境課 広告掲載の募集を行う。

実施項目

広告レイアウトの検討

広告料、広告掲載基準の検討

要綱作成

広告募集

 ・レイアウトの変更及び製造会社へ対応可能かの確認
 ・広告料、広告掲載基準の検討
 ・広告募集

４月作成分より掲載開始 ４月作成分より掲載開始４月作成分より掲載開始 ４月作成分より掲載開始４月作成分より掲載開始 ４月作成分より掲載開始４月作成分より掲載開始
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4月～ 7月～ 10月～ 1月～ 4月～ 7月～ 10月～ 1月～ 4月～ 7月～ 10月～ 1月～ 4月～ 7月～ 10月～ 1月～ 4月～ 7月～ 10月～ 1月～

R7.10～（必要に応じて）

R4.8～

歳入確保の方策 5 その他歳入の確保

分野 2-④ 広告収入（公用車の広告掲載）

所管課 庄内地域振興課、挾間地域振興課、湯布院地域振興課

方策の概要（実施概要）

現状と実施に向けた課題
【現状】

【課題】

課題解決に向けた関係課： 教育総務課

今後の取り組み内容

財政効果額： 年間７２万円（消費税別）

具体的取り組み内容

実施内容

令和７年度の取り組み

有料広告掲載要綱・公用車有
料広告掲載取扱要領の改正

総務課
財政課

地域振興課

R4年1月に「由布市有料広告掲載に関する要綱」を改正し、R4年2月に「公用車有料広告掲載
取扱要領」を制定した。対象車両の選定状況等、必要に応じて、要項等の改正を行う。

申請者募集 有料広告申請者
R4年3月に「募集要項」を作成し、R4年8月より「有料広告申請者」の募集を開始した。引き
続き、募集を行う。

広告・宣伝 地域振興課
申請者募集について「チラシ等」を作成し、各企業に周知を行うとともに、市報掲載やHP更
新も同時に行う。

実施項目のスケジュール

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

公有財産の利活用による新たな財源の確保を検討するにあたり、市内外を問わず多様な場所を走行する公用車を広告塔としての機能性に着目し、マグネット
シート方式による公用車の有料広告を募集する。

・マイクロバス管理業務が令和７年度より教育委員会に移管されたため、マイクロバス以外の公用車について広告掲載を進める。

・令和５年度以降、広告掲載の実績がなく、周知方法や対象車両の選定について検討する必要がある。
・マイクロバス管理業務が教育委員会に移管されたが、稼働状況等を踏まえると広告媒体として十分有効であるため、対象車両に追加できるよう教育委員会
との協議が必要と思われる。

実施項目 対象

対象車両の見直し 地域振興課 稼働状況等を踏まえ、必要に応じて対象車両の見直しを行う。

実施項目

要綱・要領の改正

対象車両の見直し

申請者募集

広告・宣伝

・集中管理車のうち、稼働率や走行距離、車両の状態等から１０台を選び、マグネットシート方式による有料広告を募集する。
 広告料は１枚ごとの価格とし、１平方ｃｍあたり月額１円（消費税別）を基本に検討する。
 （例）５０ｃｍ×６０ｃｍの場合、１枚３，０００円（消費税別）
    ３，０００円×左右側面２枚×１０台×１２ヵ月＝年間７２０，０００円（消費税別）
    面積に応じて広告料の算定を可能とする。
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4月～ 7月～ 10月～ 1月～ 4月～ 7月～ 10月～ 1月～ 4月～ 7月～ 10月～ 1月～ 4月～ 7月～ 10月～ 1月～ 4月～ 7月～ 10月～ 1月～

1～2月

2～3月

歳入確保の方策 5 その他歳入の確保

分野 2-⑤ 広告収入（子育てガイドブックの広告）

所管課 子育て支援課

方策の概要（実施概要）

現状と実施に向けた課題
【現状】

【課題】

課題解決に向けた関係課：

今後の取り組み内容

財政効果額：

具体的取り組み内容

実施内容

令和７年度の取り組み

由布市有料広告掲載に関する要綱や他市の要綱等を参考に、「由布市子育てガイドブック協働発行事業
実施要綱（要領）」等の作成や仕様書の作成

実施要綱（要領）や仕様書の作成

子育て応援に寄与することを目的として、子育てに関する制度や案内を分かりやすく記載する

子育てに関する制度や案内の分かりやすい記載内容の協議

「由布市子育てガイドブック協働発行事業実施要綱（要領）」等をもとに、協働事業者を募集する。

協働事業者の募集

「由布市子育てガイドブック協働発行事業実施要綱（要領）」等をもとに、企業広告の募集と審査をす
る

上記要綱等に合致した企業に対する依頼

実施項目のスケジュール

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

2～7月

4～7月

令和6年度に発行した「子育てガイドブック」の記載内容を見直し、最新の制度に基づいて更新したうえで、新たなガイドブックを作成し、子育て世帯へ配布
する。なお、作成にかかる費用については、民間事業者と協働し、企業等からの広告収入を活用することにより賄うものとする。

令和7年度については当該事業の発行を行っておらず、また、制度の内容についても現在と一部異なっている箇所があるため、内容の整合性を図る必要があ
る。今後の実施にあたっては、最新の制度内容を踏まえたうえで、必要な修正・見直しを行うことが求められる。

民間企業と協働して本事業を実施するにあたり、まず実施要綱（または要領）の作成をはじめ、協働発行事業者の募集および協賛広告の募集・審査といった
準備が必要となる。また、現行の計画では隔年ごとに企業へ協賛を依頼することとなり、継続的な協力を求める中で事業者の負担が大きくなる懸念がある。
そのため、今後は安定的な財源の確保に向けた方策の検討や、協賛企業の募集方法についても見直しを行う必要がある。

実施項目 対象

実施要綱（要領）と
仕様書の作成

担当課・総務課

子育てガイドブックの
内容の協議

担当課

協働事業者の募集 担当課

企業広告の募集と
審査及び作成

担当課・総務課

実施項目

実施要綱（要領）と
仕様書の作成

子育てガイドブックの
内容の協議

協働事業者の募集

企業広告の募集と
審査及び作成

①実施要綱（要領）と仕様書の作成。
②子育てガイドブックの内容の協議
③協働事業者の募集
④上記広告掲載基準等に合致した企業広告の募集と審査及び作成
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4月～ 7月～ 10月～ 1月～ 4月～ 7月～ 10月～ 1月～ 4月～ 7月～ 10月～ 1月～ 4月～ 7月～ 10月～ 1月～ 4月～ 7月～ 10月～ 1月～

12月議会議決後１～３月で周知

12月議会議決後１～３月で説明及び再締結

10月･12月で審議

12月議会議決後１～３月で周知

歳入確保の方策 5 その他歳入の確保

分野 3-① その他歳入確保（可燃ごみ袋の価格改定・不燃ごみ袋の有料化）

所管課 環境課

方策の概要（実施概要）

現状と実施に向けた課題
【現状】

【課題】

課題解決に向けた関係課：

今後の取り組み内容

財政効果額：

具体的取り組み内容

実施内容

令和７年度の取り組み

実施項目のスケジュール

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度

可燃ごみ袋の価格を見直すとともに、他市町に比べて高額な取扱手数料の見直しを行う。
不燃ごみ袋を有料化し、各家庭から排出される一般ごみ排出量の削減と一般廃棄物処理手数料の収入増加を図る。
（資源ごみについてはごみ分別の推進の面から有料化は見送る）

・令和７年６月の環境審議会にて可燃ごみ袋の価格改定については了承済み。
・不燃ごみ袋の有料化については、令和８年度の新環境センターの共用開始に合わせる形で実施予定。

・不燃ごみ袋を有料化することに対し、市民への周知。
・取扱手数料の見直しにあたり、指定ごみ袋販売協力店への説明が必要。

実施項目 対象

可燃ごみ袋の価格改定に
伴う条例改正及び

価格改定の市民への周知
環境課 条例改正を行い、市民への周知を行う。

取扱手数料の変更に伴う
指定ごみ袋販売協力店への
説明及び協定書再締結

環境課
販売協力店

指定ごみ袋販売協力店へ取扱手数料変更の説明及び協定書再締結を行
う。

不燃ごみ袋の有料化に係る
環境審議会の実施

環境課 環境審議会で仕様・価格等について審議。

不燃ごみ袋の有料化に
伴う条例改正及び
市民への周知

環境課 条例改正を行い、市民への周知を行う。

実施項目

条例改正・市民周知
（可燃ごみ袋）

取扱手数料の協定再締結

環境審議会（不燃ごみ袋有料化）

条例改正・市民周知
（不燃ごみ袋）

・可燃ごみ袋の有料化に伴う条例改正
・取扱手数料の変更に伴う指定ごみ袋販売協力店への説明及び協定書再締結。
・不燃ごみ袋の有料化に係る環境審議会の実施
・不燃ごみ袋の有料化に伴う条例改正
・不燃ごみ袋有料化に係る市民への周知
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4月～ 7月～ 10月～ 1月～ 4月～ 7月～ 10月～ 1月～ 4月～ 7月～ 10月～ 1月～ 4月～ 7月～ 10月～ 1月～ 4月～ 7月～ 10月～ 1月～

入札実施 入札実施 入札実施

歳入確保の方策 5 その他歳入の確保

分野 3-② その他歳入確保（火葬場残骨灰の売渡）

所管課 環境課

方策の概要（実施概要）

現状と実施に向けた課題
【現状】

【課題】

課題解決に向けた関係課：

今後の取り組み内容

財政効果額： 令和７年度 売渡収益 15,912,655 円（単価 2,255 円×6415.10kg×1.1）

具体的取り組み内容

実施内容

令和７年度の取り組み

実施項目のスケジュール

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度

残骨灰には、金・銀・プラチナ等の有価物が含まれている場合があり、これらを売却することで、
火葬場の修繕等の財源とする。

・残骨灰については適切に処理、埋葬を行える業者に対し、年に１～２回、１回 1,100円 で処分を委託していた。
・3年～４年分火葬約1,400件分 6トンの残骨灰を令和7年6月に一般競争入札により売渡し。

実施項目 対象

入札での残骨灰売渡 環境課 一般競争入札により由布市営火葬場から発生する残骨灰の売渡しを行う。

実施項目

残骨灰売渡（入札）

・今後は2年に１回程度の頻度で、同様に残骨灰の売渡を行う。
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4月～ 7月～ 10月～ 1月～ 4月～ 7月～ 10月～ 1月～ 4月～ 7月～ 10月～ 1月～ 4月～ 7月～ 10月～ 1月～ 4月～ 7月～ 10月～ 1月～

歳入確保の方策 5 その他歳入の確保

分野 3-③ その他歳入確保（公用封筒の協賛・スポンサー募集）

所管課 総務課 教育総務課

方策の概要（実施概要）

現状と実施に向けた課題
【現状】

【課題】

課題解決に向けた関係課：

今後の取り組み内容

財政効果額：

具体的取り組み内容

実施内容

令和７年度の取り組み

実施項目のスケジュール

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

公用封筒に係る印刷製本費を節減する目的で、封筒の裏面に企業広告を掲載し、封筒作成業者から無償で公用封筒の提供を受ける。

市長部局が使用している公用封筒について、封筒作成業者と協定を締結しており、封筒の裏面に企業広告を掲載した上で無償で提供して貰っている。広告掲
載企業の募集及び封筒の印刷については、当該封筒作成業者が一括して行っている。
（令和７年度予定　長形３号封筒：３８，０００枚　角形２号封筒：１２，０００枚）

由布市教育委員会として封筒の提供をもらう場合は、市長部局の枚数を減らす必要があり、由布市として提供される枚数を増加することはできない。広告掲
載企業は封筒作成業者が一括して行っていて、由布市から直接掲載依頼や選定することができず、作成業者の事務に対しても関与することができない。その
ため、由布市教育委員会では、全額市費で購入しており、今後も同様の対応を行う予定。

実施項目 対象

実施項目

継続的な封筒の無償提供は達成されており、これ以上の枚数を確保する働きかけもできないことから本計画の取り組みは終了。
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4月～ 7月～ 10月～ 1月～ 4月～ 7月～ 10月～ 1月～ 4月～ 7月～ 10月～ 1月～ 4月～ 7月～ 10月～ 1月～ 4月～ 7月～ 10月～ 1月～

歳入確保の方策 5 その他歳入の確保

分野 3-④ その他歳入確保（ノベルティグッズの協賛・スポンサー募集）

所管課 商工観光課

方策の概要（実施概要）

現状と実施に向けた課題
【現状】

【課題】

課題解決に向けた関係課：

今後の取り組み内容

財政効果額：

具体的取り組み内容

実施内容

令和７年度の取り組み

実施項目のスケジュール

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

民間企業等を対象にスポンサー募集を行い、得られた協賛金でのノベルティグッズ作成や、協賛品提供によるノベルティ配布などに活用する。

過去にエコバッグやクリアファイル、ポストカード等のノベルティグッズを作成してきたが、いずれも協賛金やスポンサーの募集は行っていない。

協賛金で作成するには、複数の企業に説明を行い、理解・協力を得る必要があり、実施に時間がかかる。
一度ノベルティグッズを作成をすると数年間使用するため、企業の選定を慎重に行う必要がある。
どの程度の協賛金でどこまでの返礼をするのか検討が必要。

実施項目 対象

調査、検討 所管課 グッズ案や対象企業の調査

グッズの選定等 所管課 グッズ選定、返礼の検討

協賛、スポンサーの募集 民間企業等 民間企業等への説明

グッズ作成 制作事業者 ノベルティグッズの作成

実施項目

調査、検討

グッズの選定等

協賛、スポンサーの募集

グッズ作成

令和３年度から令和６年度にかけて、どのような物品や企業が妥当なのか調査を行った。
令和６年度は、東京で開催されたイベント（地獄蒸し祭り）の際、ふるさと納税の返礼品業者から景品1,000セットの協賛品提供（１３２，０００円相当
額）を受け、ふるさと納税のチラシ配布ＰＲも同時に行った。
令和７年度以降も引き続き、協賛グッズの提供を受ける等をしてＰＲ活動を行っていく。
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由布市新たな財源検討チーム設置要綱 

 

 令和３年訓令第９号 

一部改正 令和６年訓令第５号 

 

 （設置） 

第１条 由布市新たな財源検討委員会の報告及び第４次由布市行財政改革推進計画を踏まえ、自主財

源確保に向けた具体的な調査及び総合的検討を行うため、由布市庁議規程（平成２８年告示第１６

号）第１７条第２項の規定に基づき、由布市新たな財源検討チーム（以下「チーム」という。）を設

置する。 

 （所掌事項） 

第２条 チームは、次に掲げる事項について調査・検討する。 

 （１） 税等の新設又は既存の税等の見直しに関すること。 

 （２） 効率的な財政運営に向けた新たな財源の創出に関すること。 

 （３） その他新たな財源確保の着実な推進に関し必要な事項。 

 （組織） 

第３条 チームは、関係する課の管理職及び職員をもって組織する。 

 （会議） 

第４条 チームに座長及び副座長を置き、座長は副市長、副座長は財源改革推進課長をもって充て

る。 

２ 座長は、会議の議事進行を行う。 

３ 座長が欠けるときは、副座長がその任に当たる。 

４ チームは、必要に応じて関係者又は有識者から説明又は意見を聴取することができる。 

 （招集） 

第５条 会議は、必要に応じて座長が招集する。 

 （庶務） 

第６条 チームの庶務は、財源改革推進課が行う。 

 （委任） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、チームの運営その他必要な事項は、市長が別に定める。 

  

   附 則 

 この要綱は、令和３年６月９日から施行する。 

 この要綱は、令和６年５月１日から施行する。 
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